
沖縄県食品の安全安心懇話会運営要綱 

 

（設置） 

第１条  沖縄県食品の安全安心の確保に関する条例(平成 19 年沖縄県条例第 39 号）第 10 条の規

定に基づき、食品の安全安心の確保に関する施策を総合的に実施するため、消費者、生産者、

流通業者等の広範な分野の意見を聴取することを目的として、「沖縄県食品の安全安心懇話会」

（以下「懇話会」という。）を設置する。 

（意見等聴取事項）  

第２条 懇話会の構成員となる者から次に掲げる事項に関する意見等を聴取する。 

(1) 食品の生産から消費に至る過程の安全安心確保対策に関すること 

(2) 食品の安全安心確保に係る消費者、生産者、食品営業者等相互の理解と協力に関すること 

(3) その他食品等の安全安心確保対策を進めるうえで必要となる事項に関すること 

（構成員） 

第３条  懇話会の構成員は、次に掲げる食品の安全安心の確保に関係する団体のうちから、10 人

以内の範囲で保健医療部長が決定する。 

(1) 消費者 

(2) 生産者 

(3) 流通業者 

(4) 食品営業者 

(5) 学識経験者 

２ 任期は２年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。 

（会議） 

第４条 懇話会の開催は、保健医療部長が召集する。 

２ 保健医療部長は、懇話会を開催するときは、次に掲げる事項を予め構成員に通知するものと

する。 

(1) 懇話会の日時及び場所 

(2) 県が意見等を求める事項 

(3) 県が意見等を求める事項に参考となる事項 

 （議事進行） 

第５条 懇話会の座長は、保健医療部長が構成員の中から指名し、座長が議事進行を行う。 

（関係者の出席） 

第６条 保健医療部長は、必要があると認めるときは、懇話会に関係者の出席を求め、そ 

 の意見を聴くことができる。 

（庶務） 

第７条 懇話会の運営にあたり必要となる庶務は、保健医療部生活衛生課において処理する。 

（補則） 

第８条  この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、保健医療部長が定め

る。 

   附 則 

１ この要綱は、平成 23 年 4 月 18 日から施行する。 

２ 沖縄県食の安全・安心懇話会運営要綱(平成 16 年 8 月 30 日福祉保健部長決裁）は、廃止する。   

   附 則 

この要綱は、平成 24年 5 月 16 日から施行する。     

      附 則 

この要綱は、平成 26年 4 月 1 日から施行する。 


